
2010 年 6 月 15 日 
日本振興銀行株式会社 

 
各位 

 
特別調査委員会について 

 
 
 
 先般、当社が金融庁の行政処分を受けたことにより、お客さまならびに関係者の皆さまに大変

ご迷惑をおかけいたしておりますこと、心からお詫び申し上げます。 
 
当社は、この度の金融庁の行政処分においてご指摘いただいた事項について、第三者の立場か

ら厳正に調査いただくため特別調査委員会を設置することとし、下記の 6 名の方々に、ご就任い

ただきましたので、ここにお知らせいたします。 

  
 委員長 河内 悠紀 氏（河内法律事務所 弁護士〔元大阪高等検察庁検事長〕） 
委員  政木 道夫 氏（シティユーワ法律事務所 弁護士〔元検察官〕） 
委員  長  文弘 氏（長文弘法律事務所 弁護士〔元検察官〕） 

 委員  霜鳥  敦 氏（霜鳥法律事務所 弁護士〔元検察官〕） 
 委員  加藤 善孝 氏（優成監査法人 公認会計士） 
 委員  鶴見  寛 氏（優成監査法人 公認会計士） 

以上     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

日本振興銀行株式会社  ： 〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-7 日本振興ビル 

電 話 ： 03-5217-0010 

経営管理室 ： 山 口 ・ 山 内 


